
追加提言② 

 
 

「新しい地方経済・生活環境創生交付金」における適切な財政支援に 

関する提言 

 

◆詳細説明 

 

従来のデジタル田園都市国家構想交付金に代わる新たなまち・ひと・しごと創生交

付金制度が本格始動する中、国において当該予算（交付額）を大幅に増額されたこと

は、圏域をリードする中核市にとって効果的な地方創生施策の更なる推進を図って

いく上で大きな原動力となるものである。 

当該交付金制度については、従前の地方創生推進交付金、デジタル田園都市国

家構想交付金において、中枢中核都市とその他市区町村で国費上限額の差異が設

けられており、中核市（東京圏を除く）のうち、平成 30 年に中枢中核都市と認定され

なかった中核市が６市ある。 

令和７年１月、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が創設され、内閣官房及び

内閣府から自治体ごとの交付上限額が示されたが、このうち「第２世代交付金」にお

いては、引き続き、１団体当たり、１事業当たりの交付上限額に差がつけられている。 

結果として、令和７年４月に交付金対象事業として採択されたものの、中枢中核都

市の交付上限額ではなく、一般の市区町村として交付上限額が適用され、国の支援

が十分に受けられない中核市があった。 

中枢中核都市の要件の１つとして、昼夜間人口比率が 0.9 以上という要件が設け

られているが、中核市要件における昼夜間人口比率は、平成１２年に「人口と面積の

要件だけで相応の都市としての諸機能、行政需要、規模能力等があるものとみなさ

れる」とされ、廃止されている。 

また、昨年１２月、国において決定された地方創生２.０の基本的な考え方や、そこで

示された「安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生」などの５つの柱を見ても、

本交付金において同じ中核市間で差を設けることが適切であるとは考えられない。 

圏域をリードする役割を担う中核市が、地域の実情に応じた地方創生策を積極的

に展開できるよう、全ての中核市が同様に交付金の支援が受けられるよう要望する。 

 

令和７年５月２３日 

中 核 市 市 長 会 

  

令和７年１月に創設された「新しい地方経済・生活環境創生交付金」において

全ての中核市が同様の支援が受けられるよう、「第２世代交付金」の交付上限

額の見直しを行うこと。 



●中枢中核都市の位置付け（国資料から抜粋） 

 

●中枢中核都市の区分（対象都府県のみ抽出） 

 

●第２世代交付金における交付上限額及び補助率（国資料から抜粋） 

 
●第２世代交付金における交付上限額及び補助率（国資料から抜粋） 

 

都府県 大阪府 愛知県 兵庫県 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

中枢中核都市の認定を
受けている指定都市・中核市

大阪市、堺市、吹田市
東大阪市、八尾市

名古屋市、豊橋市
岡崎市、豊田市

神戸市、姫路市
尼崎市、西宮市

中枢中核都市の認定を
受けていない中核市

豊中市、高槻市
枚方市、寝屋川市

一宮市 明石市

※全ての指定都市、中核市が
認定を受けていない


